
平成２１年度地域振興補助事業募集案内 
 

 

 島しょ地域にお住まいで、グループで活動する団体が、特産品開発、観光振

興、島の人材育成を目的として実施する事業に対して、その経費の一部を㈶東

京都島しょ振興公社が補助します。 
 

※制度の改正により、年度途中で変更となる場合があります。 

 

◇補助の対象となる団体・グループ 

 
 
     
    

 

◇補助の対象となる事業 
 
 
 
 
 

 ※補助事業の成果として、地域全体への波及が期待されるものを対象とします。

◇補助金額 

 

 

 

 

◇補助対象事業決定から補助金交付までのスケジュール 

 

 

 

◇申請にあたってのアドバイス 
 
 
 
 
 

※補助事業の採択の審査は、公社運営検討委員会の委員が行います。

① 概ね５名以上（島しょ地域在住者）で組織し、代表者・会則等のあるグループ

のうち、公社が補助する事業に相応しい計画等を持つグループ 
② 公社が補助する団体として相応しい団体（地方公共団体は除く。） 

① 地域振興に関する特産品に関する事業 
② 地域振興に係る観光に関する事業 
③ 地域振興に係る島おこしを担う人材育成に関する事業 

 補助対象経費の５分の４以内とし、その補助額は１００万円を限度とします。

ただし、特に必要と認められる場合にあっては２００万円までを限度とします。

 裏面をご参照ください。 

 「申請書の書き方がわからない。」や「申請しようとする事業が補助金の対象に

なるか。」など、ご不明な点は、お気軽に㈶東京都島しょ振興公社や各町村役場窓

口にご相談ください。担当者がアドバイスをします。 

 

 



◇補助対象事業決定から補助金交付までのスケジュール 

 
 地域振興補助事業の申請から決定までの流れを図示します。ご質問等は㈶東京都島しょ振興

社や各町村役場の窓口にお電話でお問い合わせ下さい。【電話：03（5472）6546】 公
 
   

 計画書の提出  

 

 審  査  

 

 内  示  

 

 交付申請  

 

 交付決定  

 

 事業の実施  

 

 事業実績報告  

 

 補助金額確定  

 

 補助金請求  

 

 補助金交付  
 

平成21年4月1日(水)～12月末頃。お住まいの町村役場窓口から申請書

類を受け取り記入の上必要な資料を添付して提出してください。 
 
町村役場を経由して提出された書類に基づき、㈶東京都島しょ振興公

社により審査し、採択・不採択を決定します。 
 
町村役場を経由して、団体の代表者宛に採否の内示を通知します。 
 
 
新たに必要書類を添付して、町村役場を経由して、交付申請書を提出

してください。 
 
書類審査を行い、補助金交付の決定を行い、交付決定通知書を団体の

代表者宛に通知します。 
 
事業は、交付決定後に開始し、21年3月末日までの間に実施して下さ 
い。なお、事業内容を変更又は中止する場合は事前の協議が必要にな

ります。 
事業終了後60日以内に、「事業実績報告書」及び「経費の収入・支 
出報告書」を提出してください。 
 
事業の実績及び領収書等の支出の関係書類等を審査のうえ、補助金額

を確定し、「補助金額確定通知書」を団体の代表者宛に通知します。

 
各団体は、「補助金額確定通知書」を受領後、「請求書」を提出して

ください。（※概算払を申請することもできます。詳しくはお問い合

わせください。） 
 
「請求書」を受理後、補助金を交付します。 

財団法人東京都島しょ振興公社 

電話：03（5472）6546 



申請書様式（記載例） 

第 1 号様式 
                      平成   年   月   日

財団法人東京都島しょ振興公社 
理事長  藤 井 静 男     殿 

 
                                             住  所  ○○村○○ 
                                             電  話  04991-9-9999 
                                             団体名  ○○○研究会 
                                                 代表者   公社 太郎      印 
 

平成２１年度特産品開発事業に係る事業計画書の提出について 
 
   このことについて、下記により提出します。 
 

記 
 
    事   業   名  ：あしたばカップラーメン開発 
 
    事業実施期間  ：平成２１年５月１日～平成２１年１２月１５日 
 
    事業の概要及び効果(詳細に) ：  

１ 概 要 
 明日葉製品として、そばやうどんなどの麺類は、各島でいろいろと試行

錯誤しながら製作・販売されているが、カップラーメンとしての開発・販

売への取り組みは行われていない。 
 そのため、本研究会においては、○○食品の助言を受けながら、独自に

「あしたばカップラーメン」の開発を進め、商品化の目途がたってきた。 
 しかしながら、原材料及び加工食品に関する分析や、パッケージの製作

等について、着手できていない状況である。 
 ついては、専門機関への分析依頼のほか、パッケージデザイン製作にか

かる補助を受け、商品化に向けて進めていきたい。 
 また、本研究会での研究成果などを、島の関係団体などを通じて、他の

島へも提供していきたい。 
 
２ スケジュール（詳細別紙参照） 
 ・事業全体の計画  平成２１年５月１日～平成２３年３月３１日 
 ・今年度の計画   平成２１年５月１日～平成２１年１２月１５日 

    
 

事業全体の計画がわかるように記載してください。

詳細スケジュールは別紙を作成してください。 

事業の概要がわかるように具体

的に記載してください。（様式に

記載しきれない場合には別紙で

も可）※補助対象事業のみではな

く、事業全体がわかるように記載

してください。 



 

３ 本研究会のこれまでの研究実績とこれからの取り組み 
  別紙参照 
 
４ 開発・販売計画 
  別紙参照 

様式に記載しきれない

場合には別紙で詳細を

記載してください。 

 

収支計画（記載例） 

収 支 計 画 
（収 入）                            単位：円 

項 目 金 額 説 明 

自己資金 
試験販売収入 
公社補助金 
 

1,074,000
180,000
876,000

 

会員負担 
@200 円×900 個（100 個はＰＲ用） 
(1,275,000-180,000)×4/5 

計 2,130,000  
 
 
 
（支 出）                            単位：円 

項 目 金 額 説 明 

分析委託 
ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ製作 
試作品製造 
 

300,000
450,000
525,000

食品技術センターへの依頼 
デザイン会社への委託 
@525 円×1,000 個 
 

補助対象経費 1,275,000  
定例会議 
ﾒｰｶｰ等打合せ旅費 
製造機械 

45,000
160,000
650,000

自己負担（会員負担） 
自己負担（不定期） 
自己負担（メーカー支給品） 
 

対象外経費 855,000  

事業費全体合計 2,130,000  
  ※各項目の詳細は、別紙積算書・見積書参照 
 
 
 

予定される収入がある

場合には必ず記載して

ください。 

販売収入等がある場合

補助対象経費から引い

て計算してください。 

事業の全体収支がわか

るように記載してくだ

さい。 

注：機器購入費や外部機関への委託費を補助対象経費とする場合は、その購入先や委託先

に対して事前に見積りを行い、見積書を事業計画書に添付して提出して下さい。 
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